
 

建設工事における適正な価格による下請契約のための対応について 

 
 平成 26 年 10 月 20 日 

県土総務課・技術企画課 
 
  下請業者を含む全ての建設労働者の適切な賃金水準の確保及び社会保険等への加入徹底など就

労環境の改善を図るため、「建設工事における適正な価格による下請契約に関する要綱」を 10月

10 日付けで制定し、適正な下請契約の締結を受注者に要請することとしましたので報告します。 

 
１ 背 景 
（１）下請契約の実態 
   ○元請と下請では、継続的に工事を発注・受注する関係が通常であるため、元請が強く、下

請が弱い立場になりがちである。 

○契約内容が一式計上となり、適正な経費が含まれた下請契約となっているか不明な場合が

ある。 

   ○２次、３次に及ぶ下請契約（重層下請）となった場合、間接費が増加し、労務費や法定福

利費へのしわ寄せなどの問題が発生する。 

（２）適正な下請契約締結推進に向けての動き 
○県では、公共工事設計労務単価の引き上げ等とあわせて、技能労働者への適切な賃金水準

の確保と社会保険等への加入に向けて、工事設計書にちらしを添付し、受注者に対し要請

してきたところ。 

○国では、建設産業活性化会議において、建設産業の担い手確保、育成を図るために、技能

者の処遇改善、若手の早期活躍の推進等を柱とする施策に取り組むこととしており、労働

人口が減少することを見越し、建設生産システムの省力化、効率化や重層下請構造の改善

を進めることとされており、県においても建設産業の担い手確保、育成へ向け県内の実情

も踏まえながら、より一層の取り組みを図っていくものである。 

 

２ 要綱概要 
鳥取県の公共工事設計労務単価については、51 工種平均で平成 25年 4 月に 11.8%、平成 26 年 2

月に 6.6%引き上げ、全ての元請・下請業者への周知徹底を図っているなかで、更に工事設計書に

書面（３種類）を添付（工事契約書の一部となる）することにより、次の事項を元請業者に要請

する。 

（１）適正な価格による下請け契約の締結に努める 
   ○下請契約を行う主要 3工種（鉄筋工、足場工、型枠工）について、公共工事設計に計上 

している標準単価（労務費、法定福利費等）を書面で明らかにし、元請・下請双方が、こ

れを参考にして適正な価格による下請契約の締結を促進させる。 

（２）社会保険等未加入の下請業者（2 次下請け含む）への加入の指導に努める 
（３）発注者から求めがあった場合、下請契約書（2 次下請け含む）の写しの提出に協力する 

【添付する書面】 
○「適切な賃金水準の確保、社会保険等への加入の徹底」 

   （平成 26年 1月 15 日以降添付している。） 

○「公共工事設計労務単価（主要１０職種）変動率」 

   （平成 26年 5月 30 日以降添付している。） 

○「公共工事設計労務単価と法定福利費について」 

   （平成 26年 10 月 10 日以降に起工決裁を行う工事について新たに添付する。） 
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建設工事における適正な価格による下請契約に関する要綱の制定について（送付） 

 

 

近年、建設投資の大幅な減少に伴う競争激化のしわ寄せが、建設労働者の賃金低下や社会保険等未

加入などの就労環境悪化をもたらし、若年入職者が大きく減少しています。 

これらの課題に対応するため、本県では、平成２４年４月に法定福利費事業主負担確保に向けて現

場管理費率を約０．８％引き上げたほか、公共工事設計労務単価を平成２５年４月１日に約１１．８％、

平成２６年２月１日に約６．６％引き上げ、建設業に従事する労働者の処遇改善に取り組んできたと

ころです。 

また、インフラの品質確保とその担い手の中長期的な育成・確保を目的として、平成２６年６月４

日付けで建設業法（昭和２４年法律第１００号）と、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成

１７年法律第１８号）が一部改正され、平成２７年４月１日以降、元請業者は下請契約の金額にかか

わらず、施工体制台帳を作成し、発注者に提出することが求められます。 

本県においては、この改定の主旨を踏まえて、より迅速にこれまでの取組が２次以下の下請業者に

も適切に反映されるよう、別添のとおり建設工事における適正な価格による下請契約に関する要綱を

制定し、平成２６年１０月１０日以降に起工決裁を行う工事から適正な価格による下請契約を締結す

るよう受注者へ要請することとしたので、御承知いただくとともに貴団体会員への周知をお願いしま

す。 

                                

担当 

県土総務課建設業担当 藤島  

電話 0857-26-7454 

技術企画課技術調査担当 西垣 

電話 0857-26-7410 

様 
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建設工事における適正な価格による下請契約に関する要綱 
 
１ 目的 

この要綱は、鳥取県県土整備部（各総合事務所県土整備局を含む。以下同じ。）が発

注する建設工事において、設計価格に含まれる労務費、機械経費、材料費及び諸経費並

びに法定福利費（労働者負担分・事業主負担分）を勘案した適正な価格による下請契約

を締結することにより、下請業者を含む全ての建設労働者の適切な賃金水準の確保及び

社会保険等（健康保険、厚生年金保険、労災保険及び雇用保険をいう。以下同じ。）へ

の加入徹底など就労環境の改善を図ることを目的とする。 
 
２ 対象工事 
  鳥取県県土整備部が発注する全ての建設工事を対象とする。 
 
３ 定義 

（１）法定福利費 
    法定福利費とは、健康保険料、厚生年金保険料、労災保険料及び雇用保険料の

ことをいい、これらは労働者負担分と事業主負担分があり、給料に対する負担率

は毎年改定されるものである。 
 （２）発注者 
    鳥取県県土整備部をいう。 
 （３）元請業者 
    鳥取県県土整備部が発注する建設工事を直接請け負った者をいう。 
 （４）下請業者 
    すべての下請契約における請負者をいい、数次の下請契約により行われる場合

は、直接元請負者からその工事の一部を請け負った者はもとより、それに続くす

べての下請契約における請負者をいう。 
     
４ 発注者の責務等 
  発注者は、発注時においては入札閲覧書に別添「適切な賃金水準の確保、社会保険

等への加入の徹底」、「公共工事設計労務単価（主要１０職種）変動率」及び「公共工

事設計労務単価と法定福利費について」の書面（調達公告時点における最新版）を添

付することにより入札等参加者に周知するとともに、契約締結時においては契約図書

に添付することにより適正な価格による下請契約となるよう次の事項について元請業

者に要請するものとする。 
（１） 元請業者及び下請業者は、建設業法第 20 条第 1 項の趣旨に鑑み、適正な価格

による下請契約が締結されるよう努めること。 
その際、契約図書に添付された書面に留意するとともに、特に法定福利費（事

業主負担分）についてはこれを内訳明示した標準見積書の提示を下請業者に求め、



提示された場合にはこれを尊重するよう努めること。 
     ※建設業法 
      （建設工事の見積り等） 
      第二十条 建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の

種別ごとに材料費、労務費その他の経費の内訳を明らかにして、建設工事の見積りを行うよ

う努めなければならない。 

（２） 元請業者は、社会保険等への未加入の下請業者（２次以下を含む。以下同じ。）

に対して加入するよう指導に努めること。 
（３） 元請業者は、下請業者が、その請け負った工事の一部を第三者に請け負わせる

場合も、第一号に準じて適正な価格による下請契約が締結されるよう指導に努め

ること。 
（４） 元請業者は、第一号及び前号にかかる下請契約書を（前号の場合にあっては当

該下請業者から写しを提出させたうえで）保管し、発注者から当該契約書の写し

の提出の求めがあった場合は、協力すること。 
 

附 則  
この要綱は、平成２６年１０月１０日から施行する。 
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－目的－  

  

 

－要綱の４による添付書類－  

賃金、社会保険（PDF） 

労務単価主要10職種変動率（PDF）  

法定福利費計算例（PDF) 

 

－参考資料－  

鉄筋工・足場工・型枠工の標準単価及び労務・資材の構成（PDF) 

労務単価に占める法定福利費について（PDF) 

  

   

 この要綱は、鳥取県県土整備部（各総合事務所県土整備局を含む。以下同

じ。）が発注する建設工事において、設計価格に含まれる労務費、機械経

費、材料費及び諸経費並びに法定福利費（労働者負担分・事業主負担分）を

勘案した適正な価格による下請契約を締結することにより、下請業者を含む

全ての建設労働者の適切な賃金水準の確保及び社会保険等（健康保険、厚生

年金保険、労災保険及び雇用保険をいう。以下同じ。）への加入徹底など就

労環境の改善を図ることを目的とする。

▲ページ上部に戻る

個人情報保護 | リンク | 著作権 | アクセシビリティ 

    鳥取県 県土整備部技術企画課 

    住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220 

    電話  0857-26-7407    ファクシミリ  0857-26-8189 

    E-mail  gijutsukikaku@pref.tottori.jp 

    

1/1 ページ建設工事における適正な価格による下請契約に関する要綱について/技術企画課/...

2014/10/20http://www.pref.tottori.lg.jp/tekiseishitauke/





 

 

    

 117.0/1000 58.5/1000 58.5/1000 

 174.74/1000 87.37/1000 87.37/1000 

 16.5/1000 10.5/1000 6.0/1000 

 1.5/1000 1.5/1000  

 16.0/1000 16.0/1000  

  173.87/1000 151.87/1000 

2 40 65  

2 99.8/1000  

 

 
 

 

H26 18,000  

2,733 18,000 151.87/1000  



第２０１４００１１０２７３号

平成２６年１０月１４日

一般社団法人鳥取県建設業協会会長

一般社団法人鳥取県土木施工管理技士会会長

一般社団法人鳥取県管工事業協会会長

一般社団法人鳥取県造園建設業協会会長 様

一般社団法人鳥取県電業協会会長

部落解放鳥取県企業連合会理事長

鳥 取 県 技 能 士 会 連 合 会 会 長

一般社団法人鳥取県警備業協会会長

鳥取県県土整備部長

（ 公 印 省 略 ）

現場説明書の一部改正について（通知）

このことについて、下記のとおり一部改正を行い、平成２６年１０月２０日以降

に起工決裁を行う工事から適用することとしましたので、御承知いただくととも

に、貴会会員にお知らせくださるようお願いします。

（担当）技術企画課 技術調査担当 西垣

電話0857-26-7410 ﾌｧｸｼﾐﾘ0857-26-8189

記

１ 主な改正点

（１）「建設工事における適正な価格による下請契約に関する要綱」の制定に合わ

せて、本要綱の趣旨に基づく適正な価格による下請契約の締結に努めること

を追記した。

（２）受注者は、社会保険等未加入の下請業者に対しても加入の指導に努めるこ

とを追記した。



                          現    場    説    明    書             一般的事項１ 

平成26年10月20日改正 

１  仕様書の適用について 

       この契約において適用する仕様書は、特に定めのない限り「鳥取県土木工事共通仕様書」 

（平成24年１月24日付第201100158002号県土整備部長通知）とする。 

 
２ 法令等の遵守について 
(1) 建設業法、労働安全衛生法等の各種関連法令を遵守し、法令に抵触する行為は行わないこ

と。 
(2) 建設業からの暴力団排除の徹底について 

 1) 鳥取県暴力団排除条例（平成23年３月鳥取県条例第３号）に基づき、暴力団、暴力団員

又はこれらの利益につながる活動やこれらと密接な関係を有するなどの行為を行わないこ

と。 

2)  工事の施工に際し、暴力団等の構成員又はこれに準ずる者から不当な要求や妨害を受け

た場合は、監督員に速やかにその旨を報告するとともに、警察に届出を行い、捜査上必要

な協力を行うこと。 

3)  この場合において、工程等を変更せざるを得なくなったときは、速やかに監督員に協議

すること。 

(3) 工事現場に配置する技術者等（技術者等とは、現場代理人、追加技術者、主任技術者及び 

監理技術者をいう。）は、建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものでなければな 

らない。 

 

３ 下請関係の適正化について 

  (1) この契約に係る工事の的確な施工を確保するため、下請契約を締結しようとする場合は

「建設産業における生産システム合理化指針」（平成３年２月５日付建設省経構発第２号建

設省建設経済局長通知）及び「建設工事における適正な価格による下請契約に関する要綱」(平

成26年10月３日付第201400102617号県土整備部長通知)の趣旨に則り、優良な専門工事業者の

選定、適正な価格による下請契約の締結、代金支払等の適正な履行、適正な施工体制の確立、

及び下請における雇用管理等の指導等に努めること。 

(2)  受注者は、100万円以上の下請契約を締結した場合は「建設工事の下請報告について」（平

成20年３月28日付第200700193464号）に基づき、下請施工体系図及び建設工事下請報告書を

提出しなければならない。 

(3)  「鳥取県低入基準価格及び最低制限価格設定要領」（平成19年８月15日付第200700071998 

号県土整備部長通知）第５条に規定する低入基準価格を下回る金額でその工事を落札した受

注者（共同企業体として落札した場合にあっては、そのすべての構成員とする。）は、工事 

の一部を第三者に請け負わせたときは、その下請契約一件ごとに別に定めるところにより建 

設工事執行状況報告書を作成し、当該工事の完成検査結果の通知日から20日以内に発注者へ 

提出しなければならない。 

(4)  工事の一部を第三者に請け負わせる場合、又は工事に伴う交通誘導等の業務を第三者に委 

託する場合には、県内業者と契約すること。ただし、技術的に施工できる県内業者がない工 

事等を請け負わせ、又は委託する場合、あるいは県内業者で施工できても工程的に間に合わ 

ない等、特段の理由がある場合は、監督員に事前協議して県外業者と契約することができる。 

(5)  この契約に係る工事の適正な施工体制を確保するため、受注者は、「鳥取県建設工事施工  
体制調査・指導要領」 （平成16年３月11日付管第2313号鳥取県県土整備部長通知）に基づく  
調査その他県の行う調査に協力すること。 

また、受注者は下請業者を使用する場合に当たっては、当該下請業者に対し当該調査に協  
力するよう指導すること。  

(6)  建設業退職金共済制度への加入等 

    1)  建設業者は、建設業退職金共済制度（以下「建退共」という。）に加入すると共に、そ

の建退共の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付

すること。ただし、下請を含むすべての労働者が、中小企業退職金共済制度、清酒製造業

退職金共済制度、林業退職金制度のいずれかに既に加入済みで、建退共に加入することが

できないと認められる場合は、この限りでない。 

     2) 建設業者が下請契約を締結する際は、下請業者に対してこの制度の趣旨を説明し、原則 

として証紙を下請の延労働者数に応じて現物交付することにより、下請業者の建退共加入 

及び証紙の貼付を促進すること。なお、現物を交付することができない場合は、掛金相当 

額を下請代金中に算入することとし、契約書等に明記すること。 



                          現    場    説    明    書            一般的事項２ 

 

3) 受注者は、工事現場に｢建設業退職金共済制度適用事業主工事現場｣の標識を掲示するこ 

と。 

 

４ 労働者の福祉向上について   

(1)  建設労働者の適切な賃金水準の確保、社会保険等（雇用保険、健康保険及び厚生年金保険） 

への加入など、労働者の福祉向上に努めること。なお、健康保険等の適用を受けない建設労 

働者に対しても、国民健康保険等に加入するよう指導に努めること。 

 受注者は、請け負った工事に従事する全ての下請業者に対して、上記と同様に社会保険等 

加入の指導に努めること。 

(2)  下請契約の締結に際しては、下請業者へ法定福利費を内訳明示した見積書（標準見積書と

いう。）の提示を求め、提示された場合にはこれを尊重するように努めること。 

   

５ 労働安全衛生の確保について 

労働災害のリスク低減のため、「建設工事における労働災害防止のためのリスクアセスメ 

ント等について」（平成23年９月30日付第201100099979号県土整備部長通知）に基づくリス 

クアセスメント等に積極的に取り組むこと。 

 

６  建設資機材の使用について 

(1) 工事に使用する資材については、「県土整備部リサイクル製品使用基準」（平成22年１月 

20日付第200900157785号県土整備部長通知）に基づくリサイクル製品がある場合は、原則こ 

れを使用すること。 

(2)  リサイクル製品以外の工事に要する資材の使用順位は、次のとおりとする。 

1) 県内産の資材がある場合は、県内産の資材を使用すること。 

2) 県外産の資材を使用する場合は、県内に本社又は営業所、支店等を有する販売業者（以 

下「県内販売業者」という。）から購入した資材を使用すること。ただし、当該資材につ 

いて県内販売業者がない場合は、この限りでない。 

(3)  建設機械の使用について 

     1)  施工現場及びその周辺の環境改善を図るため、低騒音型・低振動型の建設機械を使用す 

るよう努めること。 

2)  工事現場で使用し、又は使用させる車両（資機材等の搬出入車両を含む）又は建設機 

械等の燃料として、地方税法（昭和25年法律第226号）に違反する軽油等（以下「不正軽油」 

という。）を使用しないこと。 

また、県が使用燃料の抜き取り検査を行う場合には、現場代理人がこれに立ち会うなど 

協力を行うとともに、不正軽油の使用が発見された場合には、当該燃料納入業者を排除す 

るなどの是正措置を講じること。 

(4)  ダンプトラック等による運搬について 

1) ｢土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」（以下「法」 

という。）の目的に鑑み、法第12条に規定する団体の設立状況を踏まえ、同団体への加入 

車の使用を促進するよう努めること。 

2)  積載重量制限を超えて工事用資機材等を積み込まず、また積み込ませないようにするな 

ど違法運行を行わせないようにすること。違法運行を行っている場合は、早急に不正状態 

を解消する措置を講ずること。 

(5) 工事請負代金額500万円以上の工事については、工事完了後に鳥取県資材集計システム 

（http://db.pref.tottori.jp/ShizaiSyukei.nsf/）の登録を行い、監督員に承認を得ること。 

 

７ リサイクルの促進について 

建設リサイクル法、「鳥取県県土整備部公共工事建設副産物活用実施要領」（平成22年９ 

月13日付第201000087971号県土整備部長通知）に基づき建設副産物のリサイクル等に努める 

こと。 

 

８ 消費税及び地方消費税の適正転嫁等について 

下請契約及び資材購入等において、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転

嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法（平成25年法律第41号）で禁止された転嫁拒否

等行為を行わないなど、適切な対応を行うこと。 

 


